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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　湾曲部を遠隔操作で屈曲させるために操作部に回転自在に配置された湾曲操作機構を任
意の回転位置で静止させることができるように、上記湾曲操作機構の回転動作に摩擦抵抗
を付与する湾曲保持状態と上記摩擦抵抗が付与されない湾曲フリー状態とを湾曲保持操作
ノブの回転操作により任意に切り換えることができるようにした内視鏡の湾曲保持機構で
あって、
　上記湾曲保持操作ノブが上記湾曲保持状態に移行する際又は上記湾曲フリー状態に移行
する際の少なくとも一方の際に上記湾曲保持操作ノブの回転動作に対してクリック感を付
与するためのクリック部材として、板厚の方向が上記湾曲保持操作ノブの回転軸線方向で
あって上記湾曲保持操作ノブの回転軸線を中心とする円弧状に形成されて部分的に板厚方
向に凸凹部分が形成されたクリック用板バネと、上記クリック用板バネの板面に向かって
突出形成された突起とが、その一方が上記操作部に対して固定されて他方が上記湾曲保持
操作ノブと共に回転する状態に設けられて、上記突起の突端面が上記クリック用板バネの
凸凹部分に沿って相対的に移動する際に上記クリック用板バネを弾性変形させるように上
記クリック用板バネとを係合することにより上記クリック感が発生するようにされたもの
において、
　上記クリック用板バネが略Ｃ字状に形成されて、その切れ目部分の近傍位置であって上
記切れ目部分を挟んでその両側の位置に各々上記凸凹部分の凸部が形成されると共に、
　上記突起が上記クリック用板バネに対向するように同一円弧状の位置に等間隔に複数設
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けられていて、上記湾曲保持操作ノブが回転操作されると上記クリック用板バネの二箇所
の凸部が上記複数の突起を同時に乗り越えることを特徴とする内視鏡の湾曲保持機構。
【請求項２】
　上記湾曲保持操作ノブの回転操作範囲中の複数箇所において、上記突起が上記クリック
用板バネを弾性変形させながら上記クリック用板バネの凸凹部分を乗り越えて上記クリッ
ク感が発生する請求項１記載の内視鏡の湾曲保持機構。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は内視鏡の湾曲保持機構に関する。
【背景技術】
【０００２】
　内視鏡には一般に、挿入部の先端付近に設けられた湾曲部を遠隔操作により屈曲させる
ための湾曲操作機構が操作部に回転自在に配置され、内視鏡の挿入部先端を目標患部等に
向けた状態を維持するために、湾曲操作機構の回転動作に摩擦抵抗を付与する湾曲保持状
態と摩擦抵抗が付与されない湾曲フリー状態とを湾曲保持操作ノブの回転操作により任意
に切り換えることができる湾曲操作機構が設けられている。
【０００３】
　そして、湾曲保持操作ノブが湾曲保持状態に移行する際又は湾曲フリー状態に移行する
際の少なくとも一方の際に、そのことを操作者が手の感覚で把握することができるように
、湾曲保持操作ノブの回転動作に対してクリック感を付与するためのクリック部材が設け
られている（例えば、特許文献１）。
【特許文献１】特開平１０－２８６２２０
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　図１３は、上述のような従来の内視鏡の湾曲保持機構を示しており、操作部に軸線Ｘの
周りに回転自在に配置された湾曲操作ノブ９０を任意の回転位置で静止させることができ
るように、湾曲操作ノブ９０の回転動作に摩擦抵抗を付与する湾曲保持状態と摩擦抵抗が
付与されない湾曲フリー状態とを任意に切り換えるための湾曲保持操作ノブ９１が、軸線
Ｘの周りに回転操作自在に操作部に配置されている。
【０００５】
　そして、湾曲保持操作ノブ９１の回転操作範囲中の所定位置で湾曲保持操作ノブ９１の
回転動作に対してクリック感を付与するためのクリック部材として、湾曲保持操作ノブ９
１が回転操作された際に湾曲保持操作ノブ９１と共に回動するクリックピン９２と、その
クリックピン９２が回動する際に圧接されるように操作部の固定部に取り付けられたクリ
ック用板バネ９３とが設けられている。
【０００６】
　しかし、図１３に示されるように、従来の内視鏡の湾曲保持機構においては、クリック
用板バネ９３が軸線Ｘを囲む筒状体の一部分の様な形状に形成されて、クリックピン９２
の側面がクリック用板バネ９３の板面に圧接されるようになっていた。
【０００７】
　そのため、従来の内視鏡の湾曲保持機構は軸線Ｘ方向の厚みが大きくなってしまうこと
になり、湾曲保持機構を湾曲操作ノブ内の空間に配置すると湾曲操作ノブが大型になって
操作性を損なったり、湾曲操作ノブ内に他の機構（例えば、一定以上の操作トルクが加え
られた場合の安全確保のためのトルクリミット機構等）を組み込みたい時にそれが困難に
なってしまう場合等があった。
【０００８】
　そこで本発明は、機構の厚みを薄く小型に構成することができ、その結果、湾曲操作ノ
ブを小型化して操作性を向上させたり湾曲操作ノブ内に他の機構を組み込むことが可能に
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なる機能性の高い内視鏡の湾曲保持機構を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の目的を達成するため、本発明の内視鏡の湾曲保持機構は、湾曲部を遠隔操作で屈
曲させるために操作部に回転自在に配置された湾曲操作機構を任意の回転位置で静止させ
ることができるように、湾曲操作機構の回転動作に摩擦抵抗を付与する湾曲保持状態と摩
擦抵抗が付与されない湾曲フリー状態とを湾曲保持操作ノブの回転操作により任意に切り
換えることができるようにした内視鏡の湾曲保持機構において、湾曲保持操作ノブが湾曲
保持状態に移行する際又は湾曲フリー状態に移行する際の少なくとも一方の際に湾曲保持
操作ノブの回転動作に対してクリック感を付与するためのクリック部材として、板厚の方
向が湾曲保持操作ノブの回転軸線方向であって湾曲保持操作ノブの回転軸線を中心とする
円弧状に形成されて部分的に板厚方向に凸凹部分が形成されたクリック用板バネと、クリ
ック用板バネの板面に向かって突出形成された突起とを、その一方が操作部に対して固定
されて他方が湾曲保持操作ノブと共に回転する状態に設け、突起の突端面がクリック用板
バネの凸凹部分に沿って相対的に移動する際にクリック用板バネを弾性変形させることに
よりクリック感が発生するようにしたものである。
【００１０】
　なお、クリック用板バネが略Ｃ字状に形成されていて、その切れ目部分の近傍位置に凸
凹部分が形成されていてもよく、クリック用板バネの凸凹部分が複数形成されると共に、
突起が複数設けられていて、複数の突起がクリック用板バネの凸凹部分を同時に乗り越え
るようにしてもよい。
【００１１】
　また、湾曲保持操作ノブの回転操作範囲中の複数箇所において、突起がクリック用板バ
ネを弾性変形させながらクリック用板バネの凸凹部分を乗り越えてクリック感が発生する
ようにしてもよい。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、板厚の方向が湾曲保持操作ノブの回転軸線方向であって湾曲保持操作
ノブの回転軸線方向になる状態に配置されたクリック用板バネと、クリック用板バネの板
面に向かって突出形成された突起とで、湾曲保持操作ノブの回転動作に対してクリック感
を付与するためのクリック部材が形成されていることにより、機構の厚みを薄く小型に構
成することができ、その結果、湾曲操作ノブを小型化して操作性を向上させたり湾曲操作
ノブ内に他の機構を組み込むことが可能になる高い機能性を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　湾曲部を遠隔操作で屈曲させるために操作部に回転自在に配置された湾曲操作機構を任
意の回転位置で静止させることができるように、湾曲操作機構の回転動作に摩擦抵抗を付
与する湾曲保持状態と摩擦抵抗が付与されない湾曲フリー状態とを湾曲保持操作ノブの回
転操作により任意に切り換えることができるようにした内視鏡の湾曲保持機構において、
湾曲保持操作ノブが湾曲保持状態に移行する際又は湾曲フリー状態に移行する際の少なく
とも一方の際に湾曲保持操作ノブの回転動作に対してクリック感を付与するためのクリッ
ク部材として、板厚の方向が湾曲保持操作ノブの回転軸線方向であって湾曲保持操作ノブ
の回転軸線を中心とする円弧状に形成されて部分的に板厚方向に凸凹部分が形成されたク
リック用板バネと、クリック用板バネの板面に向かって突出形成された突起とを、その一
方が操作部に対して固定されて他方が湾曲保持操作ノブと共に回転する状態に設け、突起
の突端面がクリック用板バネの凸凹部分に沿って相対的に移動する際にクリック用板バネ
を弾性変形させることによりクリック感が発生するようにする。
【実施例】
【００１４】
　図面を参照して本発明の実施例を説明する。
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　図２は内視鏡の全体構成を示しており、可撓性の挿入部１の先端付近には遠隔操作によ
り屈曲する湾曲部２が形成され、図示されていない観察窓等が配置された先端部本体３が
湾曲部２の先端に連結されている。
【００１５】
　挿入部１の基端に連結された操作部４には、湾曲部２を屈曲させる操作を行うための上
下方向用湾曲操作ノブ５ＵＤと左右方向用湾曲操作ノブ５ＲＬとが、同軸に重ね合わせた
状態で各々回転自在に配置されている。
【００１６】
　上下方向用湾曲操作ノブ５ＵＤを反時計回り方向に回転操作すると、挿入部１内に挿通
配置された上方向用操作ワイヤ６Ｕが牽引されて、湾曲部２が二点鎖線で示されるように
上方向（即ち、観察画面の上方向であり、操作部４の前方向にあたる方向）に屈曲し、上
下方向用湾曲操作ノブ５ＵＤを時計回り方向に回転操作すると、下方向用操作ワイヤ６Ｄ
が牽引されて湾曲部２が下方向に屈曲する。
【００１７】
　また、左右方向用湾曲操作ノブ５ＲＬを反時計回り方向に回転操作すると、挿入部１内
に挿通配置された図示されていない左方向用操作ワイヤが牽引されて湾曲部２が左方向に
屈曲し、時計回り方向に回転操作すると図示されていない右方向用操作ワイヤが牽引され
て湾曲部２が右方向に屈曲する。このようにして、湾曲部２は遠隔操作により任意の方向
に任意の角度だけ屈曲させることができる。
【００１８】
　７ＵＤは、上下方向用湾曲操作ノブ５ＵＤを任意の回転位置で静止させる操作を行うた
めの上下方向用湾曲保持操作ノブ、７ＲＬは、左右方向用湾曲操作ノブ５ＲＬを任意の回
転位置で静止させる操作を行うための左右方向用湾曲保持操作ノブであり、各々上下方向
用湾曲操作ノブ５ＵＤ及び左右方向用湾曲操作ノブ５ＲＬと同軸線周りに回転操作するこ
とができるように配置されている。
【００１９】
　図３は、湾曲部２を上下方向に屈曲させるために操作部４に回転自在に配置された湾曲
操作機構を示している。上下方向用湾曲操作ノブ５ＵＤは、操作輪の内側部分が大きな空
間になっており、湾曲操作機構全体の支軸１０が、操作部４内のメインフレーム５０に固
定的に立設されて上下方向用湾曲操作ノブ５ＵＤの中心軸線位置に配置されている。
【００２０】
　９ＵＤは、上方向用操作ワイヤ６Ｕと下方向用操作ワイヤ６Ｄとが各々外周溝に半周な
いし一周程度巻き付けられて引き出された上下方向用駆動プーリ、９ＲＬは左右方向用駆
動プーリである。
【００２１】
　左右方向用駆動プーリ９ＲＬに回転駆動力を伝達するように、支軸１０を囲む筒状に形
成されて一端が左右方向用駆動プーリ９ＲＬに連結された左右方向用回転駆動筒１１の他
端側と、一端が上下方向用駆動プーリ９ＵＤに連結された上下方向用回転駆動筒１２の他
端側とは各々操作部４の外部に突出している。
【００２２】
　そして、上下方向用回転駆動筒１２が軸線回りに回転自在に嵌合する上下方向用回転軸
受１３は、基部において支軸１０の台座部分と固定され、各プーリ９ＵＤ，９ＲＬの外周
から操作ワイヤ６Ｕ，６Ｄ，６Ｒ，６Ｌが外れるのを規制するためのプーリカバーも兼ね
ている。
【００２３】
　そして、上下方向用回転駆動筒１２を軸線周りに回転させれば上下方向用駆動プーリ９
ＵＤが回転し、その回転方向に対応して上方向用操作ワイヤ６Ｕと下方向用操作ワイヤ６
Ｄのどちらか一方が牽引操作される。同様に、左右方向用回転駆動筒１１を軸線周りに回
転させれば左右方向用駆動プーリ９ＲＬが回転し、その回転方向に対応して右方向用操作
ワイヤ６Ｒと左方向用操作ワイヤ６Ｌのどちらか一方が牽引操作される。
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【００２４】
　そして、上下方向用湾曲操作ノブ５ＵＤと一体に形成された金属製の円盤状の座板１６
が、上下方向用湾曲操作ノブ５ＵＤの内側空間部の外面側端部を塞ぐ状態に配置されてい
て、上下方向用回転駆動筒１２と一体に形成された金属製の凹溝付回転板１７の外端面が
座板１６の内面に対して軸線回りに回転自在に摺接している。
【００２５】
　図３におけるIV－IV断面を図示する図４に示されるように、外周が全体として円形に形
成された凹溝付回転板１７の外周面の一部には凹溝２１が形成されている。そして、基端
が固定ネジ１９で座板１６に固定されたバネ性を有する部材からなるバネ性係合アーム１
８が、凹溝付回転板１７の外周に沿って円弧状に配置されて、自由端であるバネ性係合ア
ーム１８の先端部分に凹溝２１と係脱自在に噛み合う係合爪２２が突出形成されている。
【００２６】
　バネ性係合アーム１８は、外力が作用していない状態では係合爪２２が凹溝２１と噛み
合う状態にセットされていて、そのようなバネ性係合アーム１８は座板１６と一体的に軸
線周りに回動自在であり、上下方向用湾曲操作ノブ５ＵＤに加えられる回転トルクが所定
トルク以下の時は係合爪２２が凹溝２１に噛み合った状態を維持する。
【００２７】
　したがって、上下方向用湾曲操作ノブ５ＵＤが回転操作されるとバネ性係合アーム１８
が座板１６と共に回動してそれにより凹溝付回転板１７が回転させられ、上下方向用湾曲
操作ノブ５ＵＤに加えられた回転操作力が上下方向用回転駆動筒１２等を経由して操作ワ
イヤ６Ｕ，６Ｄ側に伝達される。
【００２８】
　そして、上下方向用湾曲操作ノブ５ＵＤに回転トルクが所定トルクを超えるような無理
な操作力が加えられた時は、凹溝２１に対する係合爪２２の噛み合いが外れる状態にバネ
性係合アーム１８が弾性変形することにより、凹溝付回転板１７が座板１６に追従して回
転しなくなり、上下方向用回転駆動筒１２が上下方向用湾曲操作ノブ５ＵＤにより回転駆
動されなくなる。
【００２９】
　このようにして、上下方向用湾曲操作ノブ５ＵＤに一定以上の操作トルクが加えられた
場合の安全確保のためのトルクリミット機構が、凹溝付回転板１７、バネ性係合アーム１
８、凹溝２１及び係合爪２２等により構成されて上下方向用湾曲操作ノブ５ＵＤ内の空間
に配置されている。
【００３０】
　図３に示される３０～３８は、上下方向用湾曲操作ノブ５ＵＤとそれに連結された上下
方向用回転駆動筒１２及び上下方向用駆動プーリ９ＵＤ等からなる上下方向用の湾曲操作
機構を任意の回転位置で静止させるために、湾曲操作機構の回転動作に摩擦抵抗を付与す
るための湾曲保持機構であり、上下方向用湾曲操作ノブ５ＵＤ内の空間に収納配置されて
いて、上下方向用湾曲保持操作ノブ７ＵＤにより摩擦力の付与と解除の操作を行うことが
できる。
【００３１】
　メインフレーム５０に対して固定された状態になっている上下方向用回転軸受１３の上
端部付近には、角穴／角軸係合する不動台座３０が固定ネジ３１により固定されている。
上下方向用湾曲保持操作ノブ７ＵＤは上下方向用回転軸受１３の外面に軸線周りに回転自
在に嵌着されていて、その上下方向用湾曲保持操作ノブ７ＵＤと角穴／角軸係合して一体
に回転する雄ネジ環３２の外周に雄ネジが形成されている。
【００３２】
　上下方向用湾曲保持操作ノブ７ＵＤと雄ネジ環３２の回転動作範囲は、雄ネジ環３２に
形成された円弧状溝３３と、その円弧状溝３３内に沿うように不動台座３０から突設され
たストッパピン３４により一定に規制されている。
【００３３】
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　雄ネジ環３２の外周の雄ネジと螺合する雌ネジが、雌ネジ環３５の下半側（図３におい
て左側）の内周部に形成されている。Ｎが螺合部である。そして、雌ネジ環３５の上半側
の内周側に、金属円盤３７が固定ネジ３６で一体的に連結固定されている。
【００３４】
　金属円盤３７は例えば黄銅又はステンレス鋼等により形成されていて、図３におけるＶ
－Ｖ断面を図示する図５に示されるように、金属円盤３７の内周面は固定部材である不動
台座３０の外周面に対して、軸線周りには回転しないが軸線方向には移動自在に角穴／角
軸係合している。したがって、金属円盤３７と一体に動作する雌ネジ環３５も、軸線周り
には回転することができないが軸線方向には移動自在である。
【００３５】
　図３に示される３８は、図６に単体の斜視図が示されるように、環状部３８ａの周囲に
それと一体に複数の放射状突出爪３８ｂが形成された例えばバネ用ステンレス鋼板材等の
ようなバネ性のある金属板材からなる摩擦用板バネであり、全体として平面状に形成され
て、環状部３８ａの内側部分は角穴になっている。
【００３６】
　摩擦用板バネ３８の角穴部分は、図３に示されるように上下方向用回転駆動筒１２の上
端部近傍に係合していて、上下方向用回転駆動筒１２と一体に軸線周りに回転するように
組み付けられて、環状部３８ａの裏面側（図３において左方の面）が不動台座３０の上端
面に当接して保持されている。
【００３７】
　そして、摩擦用板バネ３８の放射状突出爪３８ｂに対向する位置にある金属円盤３７の
面が、放射状突出爪３８ｂの板面に対して斜め向きに圧接される圧接面３７ａになってい
る。より具体的には、金属円盤３７の圧接面３７ａは内周側より外周側が放射状突出爪３
８ｂに接近した傘状の斜面（円錐面）に形成されている。
【００３８】
　このような構成により、上下方向用湾曲保持操作ノブ７ＵＤが回転操作されると、それ
と一体に雄ネジ環３２が軸線周りに回転し、螺合部Ｎで雄ネジ環３２と螺合する雌ネジ環
３５及びそれと一体の金属円盤３７が、軸線周りに回転することなく軸線方向に移動し、
摩擦用板バネ３８と金属円盤３７の圧接面３７ａとの間の間隔が変化する。
【００３９】
　そして、上下方向用湾曲保持操作ノブ７ＵＤが操作範囲の一端側（フリー側）にあると
きは、図３に示されるように、摩擦用板バネ３８と金属円盤３７の圧接面３７ａとの間に
僅かに隙間が形成されていて、摩擦用板バネ３８と金属円盤３７とが摺接せず、したがっ
て、上下方向の操作ワイヤ６Ｕ，６Ｄを牽引操作するための湾曲操作機構（上下方向用湾
曲操作ノブ５ＵＤ、上下方向用回転駆動筒１２、上下方向用駆動プーリ９ＵＤ等）の回転
動作に対して金属円盤３７と摩擦用板バネ３８による摩擦抵抗が加わらない。
【００４０】
　上下方向用湾曲保持操作ノブ７ＵＤが回転操作されて、操作範囲の他端側（ロック側）
に移動すると、図７に示されるように、金属円盤３７が矢印Ａで示されるように移動する
ことにより、金属円盤３７の圧接面３７ａが摩擦用板バネ３８に押し付けられて摩擦用板
バネ３８と金属円盤３７とが摺接し、そこで発生する摩擦抵抗が、上下方向の操作ワイヤ
６Ｕ，６Ｄを牽引操作するための湾曲操作機構の回転動作に対して作用する湾曲保持状態
になる。
【００４１】
　そして、上下方向用湾曲保持操作ノブ７ＵＤを図３に示されるフリー側に戻せば、摩擦
用板バネ３８が元の平面状態に戻って金属円盤３７に圧接されない湾曲フリー状態に戻る
。このようにして摩擦用板バネ３８の放射状突出爪３８ｂと金属円盤３７の圧接面３７ａ
とが圧接してその時の湾曲状態が保持される湾曲保持状態と、放射状突出爪３８ｂと圧接
面３７ａとが分離する湾曲フリー状態とを任意に切り換え操作することができ、その間に
おいて、摩擦用板バネ３８の放射状突出爪３８ｂと金属円盤３７との圧接量を連続的に可
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変することができる。
【００４２】
　なお、摩擦用板バネ３８に形成された放射状突出爪３８ｂの少なくとも金属円盤３７が
圧接される稜線部分は全てアール面取りされて、金属円盤３７との摺接が滑らかに行われ
るようになっており、金属円盤３７が必ず摩擦用板バネ３８の最外周側から摺接するので
、発生する摩擦抵抗の大きさにバラツキが発生せず適正な摩擦抵抗が安定的に付与される
。
【００４３】
　図３に戻って、上下方向用湾曲保持操作ノブ７ＵＤが湾曲フリー状態から湾曲保持状態
に移行する際と、逆に湾曲保持状態から湾曲フリー状態に移行する際に上下方向用湾曲保
持操作ノブ７ＵＤの回転動作に対してクリック感を付与するためのクリック部材として、
クリック用板バネ４０と、四個の突起４１～４４とが設けられている。クリック用板バネ
４０は不動台座３０にビス止め固定され、突起４１～４４は雄ネジ環３２にねじ込み固定
されている。
【００４４】
　図１はそのようなクリック用板バネ４０と突起４１～４４の斜視図、前出の図５は、上
下方向用湾曲保持操作ノブ７ＵＤが湾曲フリー状態にある時の図３におけるＶ－Ｖ断面図
であり、クリック用板バネ４０は、板厚の方向が上下方向用湾曲保持操作ノブ７ＵＤの回
転軸線方向であって上下方向用湾曲保持操作ノブ７ＵＤの回転軸線を中心とする円弧状に
形成されていて、部分的に板厚方向に凸凹部分（４０ａ，４０ｂ）が形成されている。
【００４５】
　この実施例のクリック用板バネ４０は略Ｃ字状に形成されていて、その切れ目４０ｃ部
分を挟んでその近傍の両側位置に各々一つずつ、突起４１～４４の方に向けて滑らかな弧
状の凸部４０ａ，４０ｂが形成されており、クリック用板バネ４０は、不動台座３０に３
本のビスでビス止め固定されているのでメインフレーム５０に固定されたのと同じ状態に
なっている。なお、この実施例の上下方向用湾曲保持操作ノブ７ＵＤの回動範囲を規制す
るためのストッパピン３４は、クリック用板バネ４０を固定するためのビスの中の一本の
頭部によって形成されている。
【００４６】
　短円柱状に形成された突起４１～４４は各々、突端面が平面状に形成されてその外縁稜
線が滑らかに面取りされている。ただし、突端面を滑らかなアール面状等に形成してもよ
い。
【００４７】
　四個の突起４１～４４は、全部がクリック用板バネ４０の板面に対向するように円弧状
に等間隔に配列されており、各突起４１～４４間の間隔は二つの凸部４０ａ，４０ｂ間の
間隔のちょうど半分である。
【００４８】
　各突起４１～４４は雄ネジ環３２に固定されているので、上下方向用湾曲保持操作ノブ
７ＵＤが回転操作されると、上下方向用湾曲操作ノブ５ＵＤの回転軸線（即ち、上下方向
用湾曲保持操作ノブ７ＵＤの回転軸線）を中心に回動し、各突起４１～４４の突端面がク
リック用板バネ４０の板面に対向する状態を保つ。
【００４９】
　図８は、図５と同様に、内視鏡の湾曲保持機構の上下方向用湾曲保持操作ノブ７ＵＤが
図３に示される湾曲フリー状態にある時の、クリック用板バネ４０と突起４１～４４の状
態を示す側面断面展開図であり、第１の突起４１が第１の凸部４０ａの右側に位置してい
て、第２と第３の突起４２，４３の間に第２の凸部４０ｂが位置している。
【００５０】
　その状態から、上下方向用湾曲保持操作ノブ７ＵＤが湾曲保持状態方向に回転操作され
ると、まず図９に示されるように、第１の突起４１の突端面がクリック用板バネ４０を弾
性変形させながら第１の凸部４０ａに乗り上げると同時に、第３の突起４３の突端面がク
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リック用板バネ４０を切れ目４０ｃの他方側で弾性変形させながら第２の凸部４０ｂに乗
り上げる。
【００５１】
　そしてその直後に、図１０に示されるように、第１と第２の突起４１，４２の間に第１
の凸部４０ａが落ち込むと同時に、第３と第４の突起４３，４４の間に第２の凸部４０ｂ
が落ち込んで、クリック用板バネ４０が弾性変形する前の元の状態に戻る。
【００５２】
　その結果、上下方向用湾曲保持操作ノブ７ＵＤの回転操作に対しその位置でカチッとい
う感触が操作者の手に伝わっていわゆるクリックが入った静止状態になる。この状態では
、上下方向用湾曲保持操作ノブ７ＵＤは回転操作範囲の中間位置にあって、上下方向用湾
曲操作ノブ５ＵＤの回転操作に対して軽い摩擦抵抗が付与される。
【００５３】
　そこで、さらに上下方向用湾曲保持操作ノブ７ＵＤが湾曲保持状態方向に操作範囲の端
部まで回転操作されると、第２の突起４２の突端面がクリック用板バネ４０を弾性変形さ
せながら第１の凸部４０ａを乗り越え、第４の突起４４の突端面がクリック用板バネ４０
を弾性変形させながら第２の凸部４０ｂを乗り越えて、図１１に示されるように、第２と
第３の突起４２，４３の間に第１の凸部４０ａが落ち込むと同時に、第４の突起４４が第
２の凸部４０ｂの左側に移動する。
【００５４】
　その結果、上下方向用湾曲保持操作ノブ７ＵＤの回転操作に対してその位置で２回目の
クリックが入った状態になり、この状態では上下方向用湾曲保持操作ノブ７ＵＤが湾曲保
持状態にあって、上下方向用湾曲操作ノブ５ＵＤに対してその回転操作状態を保持するだ
けの摩擦抵抗が付与される。
【００５５】
　そして、その状態から上下方向用湾曲保持操作ノブ７ＵＤを逆に湾曲フリー状態方向に
回転操作すれば、上述の場合と同様にして、上下方向用湾曲保持操作ノブ７ＵＤが回転操
作範囲の中間位置にある時と、上下方向用湾曲保持操作ノブ７ＵＤが湾曲フリー状態方向
に操作範囲の端部まで回転操作された時の２回、上下方向用湾曲保持操作ノブ７ＵＤの回
転操作に対してクリックが入った状態になる。
【００５６】
　このようにして、板厚の方向が上下方向用湾曲保持操作ノブ７ＵＤの回転軸線方向（即
ち、上下方向用湾曲操作ノブ５ＵＤの回転軸線方向）に配置されたクリック用板バネ４０
と、クリック用板バネ４０の板面に向かって突出形成された突起４１～４４のみで、上下
方向用湾曲保持操作ノブ７ＵＤの回転動作に対してクリック感を付与するためのクリック
部材が形成されていることにより、湾曲保持機構を薄型に構成して湾曲操作機構の上下方
向用湾曲操作ノブ５ＵＤ内の空間に配置することができる。
【００５７】
　その結果、上下方向用湾曲操作ノブ５ＵＤを小型化して操作性を向上させたり、上下方
向用湾曲操作ノブ５ＵＤを大型にすることなくトルクリミット機構（凹溝付回転板１７、
バネ性係合アーム１８、凹溝２１、係合爪２２）等を上下方向用湾曲操作ノブ５ＵＤ内の
空間に組み込むことができる。
【００５８】
　なお、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、例えば図１２に示されるように
、二つの凸部４０ａ，４０ｂの間に突起４１～４３が一個だけ位置するように配置すれば
、突起４１～４３を三個配置するだけで上記の実施例と同様の作用効果を得ることができ
る。
【００５９】
　また、上記実施例では凸部４０ａ，４０ｂを二つ設けることにより、板厚が薄くて装置
の小型化に寄与することができるクリック用板バネ４０で充分なクリック力を得ることが
できるようにしているが、クリック用板バネ４０の板厚を厚くすれば、クリック用板バネ
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【００６０】
　また、上記実施例では上下方向用湾曲保持操作ノブ７ＵＤの回転操作範囲中の２箇所で
クリックが入るようにしたが、１箇所のみでもよく、或いは３箇所以上にしても差し支え
ない。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】本発明の実施例の内視鏡の湾曲保持機構のクリック部材の斜視図である。
【図２】本発明の実施例の内視鏡の全体構成を示す外観図である。
【図３】本発明の実施例の上下方向用湾曲操作機構の湾曲フリー状態の側面断面図である
。
【図４】本発明の実施例のトルクリミット機構の断面図（図３におけるIV－IV断面図）で
ある。
【図５】本発明の実施例の内視鏡の湾曲保持機構の図３におけるＶ－Ｖ断面図である。
【図６】本発明の実施例の内視鏡の湾曲保持機構の摩擦用板バネの斜視図である。
【図７】本発明の実施例の上下方向用湾曲操作機構の湾曲保持状態の側面断面図である。
【図８】本発明の実施例のクリック動作を順に略示するクリック部材の側面断面展開図で
ある。
【図９】本発明の実施例のクリック動作を順に略示するクリック部材の側面断面展開図で
ある。
【図１０】本発明の実施例のクリック動作を順に略示するクリック部材の側面断面展開図
である。
【図１１】本発明の実施例のクリック動作を順に略示するクリック部材の側面断面展開図
である。
【図１２】本発明の他の実施例のクリック部材の側面断面展開図である。
【図１３】従来の内視鏡の湾曲保持機構の側面断面略示図である。
【符号の説明】
【００６２】
　１　挿入部
　２　湾曲部
　４　操作部
　５ＵＤ　上下方向用湾曲操作ノブ（湾曲操作機構）
　７ＵＤ　上下方向用湾曲保持操作ノブ
　３０～３８　湾曲保持機構
　４０　クリック用板バネ
　４０ａ，４０ｂ　凸部（凸凹部分）
　４０ｃ　切れ目
　４１　第１の突起
　４２　第２の突起
　４３　第３の突起
　４４　第４の突起
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